
仕   様   書 

 

１ 契約名 

国民宿舎レインボー桜島及び桜島マグマ温泉非常用照明取替業務委託契約 

 

２ 業務内容 

国民宿舎レインボー桜島及び桜島マグマ温泉において、非常用照明の取替え及び動作確認

等を含む一切の業務を行うもの。 

 

３ 業務場所 

国民宿舎レインボー桜島及び桜島マグマ温泉（桜島横山町１７２２番地１６） 

 

４ 業務の範囲 

(1) 非常用照明器具の現地調査 

(2) 非常用照明器具の調達及び設置（既設機器等の撤去及び処分含む） 

○既設機器・位置図等は下記のとおり（※別添参照） 

非常用照明器具 姿図 １Ｆ ２Ｆ ３Ｆ 合計 備 考 

ミニハロゲン１３Ｗ 

K1-IRS4-J13 
ｐ ３５ ３６ ２２ ９３ 

同等品も可とする 

ミニハロゲン３０Ｗ 

K1-IRS4-J30 
ｑ  ２  ２ 

ミニハロゲン１３Ｗ 

K1-IRS4-JE13 
ｒ ７   ７ 

ミニハロゲン１３Ｗ 

防湿・防雨 
ｘ ２   ２ 

 

５ 非常用照明器具の現地調査 

契約締結後、速やかに本仕様書に基づき、非常用照明器具の設置状況等について現地調査

を行うこと。 

 

６ 非常用照明器具の調達及び設置（既設機器等の撤去及び処分含む） 

(1) 事前協議等 

現地調査後、市、国民宿舎レインボー桜島及び桜島マグマ温泉の施設担当者とスケジュ

ール等について協議を行ったうえで、書面で工程表及び体制表等を提出し、市の承諾を得

ること。 

また、非常用照明器具の進捗等により工程の変更が必要となった場合や、体制表等の変

更があった場合は協議を行い、市の承諾を得たうえで変更すること。 

(2) 非常用照明器具の設置 



① 施工に当たっては、安全管理及び現場管理には細心の注意を払い、事故等が発生しな

いように行うこと。万一、事故等が発生した場合には、消防機関等への連絡とともに市

の担当者にも速やかに報告すること。特に、既存建物、物品等に損傷を与えた場合にお

いては、報告後速やかに復旧すること。 

② 撤去した非常用照明器具等については、関係法令を遵守し適正に処理すること。 

③ 非常用照明器具の設置に関しては、本仕様書等に基づき行うものとする。 

(3) 非常用照明器具の設置の記録 

① 写真撮影 

工程に沿って、以下の内容について写真撮影を行うこと。 

ア 既存非常用照明器具の設置状況 

イ 作業状況（使用材料及び撤去品を含む） 

ウ 非常用照明器具の設置状況（消灯時及び点灯時） 

エ 産業廃棄物処分状況（運搬車両含む） 

② 設置した非常用照明の情報整理 

市の担当者と協議のうえ、設置した非常用照明器具を整理することとする。 

(4) 実施報告書の提出等 

① 自主検査の実施 

設置完了後に自主検査を行い、仕様書等に定める必要な性能を全て満たしていること

を確認すること。 

② 実施報告書の提出 

自主検査の実施後、市に以下の内容を記した実施報告書を提出し、合わせて自主検査

の結果を報告すること。 

ア 作業状況写真 

イ 非常用照明器具の取扱説明書 

ウ 非常用照明器具の保証書（写し） 

エ その他関係機関への届出 

 

７ その他 

(1) 本業務の実施に当たっては、関係法令を遵守し行うこと。 

(2) その他本仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて協議して定めること。 

(3) 市と協議を行った場合は、協議録を作成し、市へ提出すること。 
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非常灯位置図 ２階
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非常灯位置図 ３階
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